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資料 

１ 計画の策定経過 

 

月日 実施内容 

令和６年度 

10 月８日 ◇第４次深谷市地域福祉計画策定説明会（庁内） 

（１）第４次深谷市地域福祉計画策定の概要について 

（２）第４次地域福祉計画検討委員会の設置について 

（３）市民アンケート・団体アンケートについて 

10 月 24 日 ◇第１回 深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画策定委員会 

（１）第４次地域福祉計画・地域福祉活動計画策定概要について 

（２）市民アンケート・団体アンケートについて 

（３）今後のスケジュールについて 

11 月 18 日 ◇第１回 第４次深谷市地域福祉計画検討委員会 

（１）第４次深谷市地域福祉計画検討委員の任命について 

（２）市民アンケート・団体アンケートについて 

12 月５日 ◇第２回 深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画策定委員会 

（１）市民アンケートについて 

（２）団体アンケートについて 

１月 10 日～ 

２月３日 

◇アンケート調査の実施 

①市民：配布数 2,000 件、回答数 953 件（令和７年１月 10 日～２月３日） 

②福祉関係団体：配布数 68 件、回答数 42 件（令和７年１月 10 日～２月３日） 

３月 27 日 ◇団体ヒアリング調査の実施 

調査形式：グループヒアリング形式 

実施日：令和７年３月 27 日 

協力団体：ボランティア・市民活動団体 ７団体 

自治会連合会        １団体 

事業者・福祉施設      ２団体 

令和７年度 

４月 23 日 ◇第２回 第４次深谷市地域福祉計画検討委員会 

（１）地域福祉計画とは 

（２）市民アンケート結果について 

（３）団体アンケート結果について 

（４）第４次深谷市地域福祉計画・地域福祉活動計画骨子案について 
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月日 実施内容 

５月 23 日 ◇第３回 深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画策定委員会 

（１）地域福祉計画について 

（２）市民アンケートについて 

（３）団体アンケートについて 

（４）第４次深谷市地域福祉計画・地域福祉活動計画骨子案について 

７月４日 ◇第３回 第４次深谷市地域福祉計画検討委員会 

（１）第４次深谷市地域福祉計画・地域福祉活動計画素案について 

８月５日 ◇第４回 深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画策定委員会 

（１）第４次深谷市地域福祉計画・地域福祉活動計画素案について  

８月 27 日～ 

９月 17 日 

◇パブリックコメント＊用語の実施 

２名の市民から延べ２件のご意見 

９月 29 日 ◇第４回 第４次深谷市地域福祉計画検討委員会 

（１）パブリックコメント結果報告について 

（２）第４次深谷市地域福祉計画・地域福祉活動計画（案）について 

10 月７日 ◇第５回 深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画策定委員会 

（１）パブリックコメント結果報告について 

（２）第４次深谷市地域福祉計画・地域福祉活動計画（案）について 

３月 ◇第６回 深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画策定委員会（書面開催） 

（１）完成報告 

  



 

74 

２ 市民参加概要 

◇深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画策定委員会 

目的 
地域福祉計画・地域福祉活動計画案の内容を協議し、市及び社会福祉協議会へ提案を

する。 

対象・抽出等 
学識経験者や社会福祉関係団体、市民活動関係団体、市内小・中学校長、深谷市人材

バンク登録者、市職員の代表者など 15 人で構成。 

実施時期 令和６年 10 月～令和８年３月（全６回実施） 

 

◇アンケート調査の実施 

市民や福祉関係団体・施設等を対象に福祉に対する意識や地域活動への参加状況、活動状況など

の実態を把握し、計画策定の基礎資料とするため実施しました。 

①市民アンケート 

対象・抽出等 18 歳以上の市民 2,000 人（住民基本台帳より無作為抽出） 

実施時期 配布数 2,000 件、回答数 953 件（令和７年１月 10 日～２月３日） 

②団体・事業者アンケート 

対象・抽出等 

市内の福祉関係団体・施設等 

●自治会支会           ●民生委員・児童委員協議会  

●保護司会            ●更生保護女性会       

●成年後見            ●ボランティア活動団体    

●福祉関係団体        

実施時期 配布数 68 件、回答数 42 件（令和７年１月 10 日～２月３日） 

 

◇ヒアリング調査の実施 

目的 

市内で活動する福祉関係団体・事業者に対し、活動上の課題や地域の現状を把握する

とともに、地域福祉の推進に取り組む関係団体・機関が相互に連携できるよう、横の

つながりのきっかけづくりとすることを目的として実施した。 

対象・抽出等 
団体・事業者アンケートに回答のあった団体から 10 団体を選出 

グループヒアリング形式 

実施日 令和７年３月 27 日 

協力団体 

【ボランティア・市民活動団体】 

 ボランティアグループふれあい 

 めい SANCHI 

 ＮＰＯ法人心のケア・とまり木 

 レインボースマイル 

 岡部みらい食堂 

 川本朗読クラブ ひまわり 

 深谷地区保護司会 

【自治会】 

 深谷市自治会連合会明戸支会 

【事業者・福祉施設】 

 社会福祉法人邑元会 特別養護老

人ホーム かがやき 
 大里広域地域包括支援センターあね

とす病院 

 

◇パブリックコメントの実施 

目的 市民の意見を反映した計画とするため、計画素案を公表し、意見を募集する。 

対象・抽出等 
計画素案を市内の公共施設 14 か所に設置するとともに、ホームページ上に公開し、

市民や市内の事業所・各種団体から意見を求める。 

実施時期 
令和７年８月 27 日～９月 17 日 

２名の市民から延べ２件のご意見 
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３ 深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画 策定委員会 

 

深谷市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条に規定する地域福祉計画（以下「計画」と

いう。）を策定するため、深谷市地域福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。 

（１） 計画の策定に関すること。 

（２） その他計画の策定に必要な事項に関すること。 

（３） その他計画の評価に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、概ね２０人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。 

（１） 学識経験者 

（２） 社会福祉関係団体の代表者 

（３） 市民活動関係団体の代表者 

（４） 市内小・中学校長の代表者 

（５） 深谷市人材バンクの登録者 

（６） 市職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に規定する事務が終了するまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見又は説明を聴くこ

とができる。 

（市民会議） 

第７条 委員会は、第２条に掲げる所掌事項に関し調査及び検討を行うため、市民会議を置くことがで

きる。 

２ 市民会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（庶務) 

第８条 委員会の庶務は、福祉健康部福祉政策課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年３月２４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年５月２日から施行する。 
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深谷市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 深谷市における地域福祉活動計画（以下「計画」という。）を策定するため、深谷市地域福祉活

動計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。 

（１） 計画の策定に関すること。 

（２） その他計画の策定に必要な事項に関すること。 

（３） その他計画の評価に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、概ね２０人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度、会長が委嘱する。 

（１） 学識経験者 

（２） 社会福祉関係団体の代表者 

（３） 市民活動関係団体の代表者 

（４） 市内小・中学校長の代表者 

（５） 深谷市人材バンクの登録者 

（６） 市職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に規定する事務が終了するまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見又は説明を聴くこ

とができる。 

（市民会議） 

第７条 委員会は、第２条に掲げる所掌事項に関し調査及び検討を行うため、市民会議を置くことがで

きる。 

２ 市民会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（庶務) 

第８条 委員会の庶務は、深谷市社会福祉協議会において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年３月２４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年５月２日から施行する。 
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深谷市地域福祉計画・深谷市地域福祉活動計画策定委員会委員名簿 

   (要綱順・敬称略) 

 区   分 氏   名 所   属 役   職 

1 1 号 学識経験者 稲葉 一洋 立正大学名誉教授 教授 

2 2 号 社会福祉関係団体の代表者 土屋 ふみ子 
大里広域地域包括支援センター 

エンゼルの丘 
施設職員 

3 2 号 社会福祉関係団体の代表者 大谷 浩二 深谷市社会福祉協議会 事務局長 

4 2 号 社会福祉関係団体の代表者 橋本 昌教 
深谷市障害者基幹相談支援

センター 
センター長 

5 2 号 社会福祉関係団体の代表者 土居 敦志 社会福祉法人両宜会 施設長 

6 3 号 市民活動関係団体の代表者 山本 和憲 深谷市自治会連合会 

会長 

（令和７年 

４月27 日まで） 

副会長 

（令和７年 

４月28 日から） 

7 3 号 市民活動関係団体の代表者 大谷 かをる 深谷市民生委員・児童委員協議会 会長 

8 3 号 市民活動関係団体の代表者 戸野倉 和美 
深谷市民生委員・児童委員協議会 

主任児童委員部会 
部会長 

9 3 号 市民活動関係団体の代表者 中山 保 深谷市老人クラブ連合会 会長 

10 3 号 市民活動関係団体の代表者 山本 育子 ボランティア連絡会 会長 

11 3 号 市民活動関係団体の代表者 町田 きみ子 市民活動サポートセンター連絡会 会長 

12 4 号 市内小・中学校長の代表者 

森田 豊 

（令和７年 

３月31 日まで） 

齊藤 寛 

（令和７年 

４月１日から） 

深谷市校長会 会長 

13 5 号 深谷市人材バンク登録者 畠中 正夫 深谷市人材バンク    

14 6 号 市職員 清水 良保 深谷市役所 福祉健康部長 

15 6 号 市職員 宮島 稔 深谷市役所 こども未来部長 

任期：令和６年 10 月 24日～令和８年３月 31日 
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４ 第４次深谷市地域福祉計画検討委員会 

 

第４次深谷市地域福祉計画検討委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 第４次深谷市地域福祉計画（以下、「計画」という。）の策定にあたり、庁内一体となって取り

組むため、深谷市地域福祉計画検討委員会（以下「委員会」という）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。 

（１）計画案の策定に関すること。 

（２）計画案の庁内調整に関すること。 

（３）その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は福祉健康部長をもって充て、副委員長は福祉健康部次長をもって充てる。 

３ 委員は、別表第１に掲げる者、その他委員長が必要と認めるものをもって充てる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、委員会を総括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又はかけたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 前項の規定に関わらず、委員長は必要があると認めるときは、委員の一部の出席を求め、会議を開

くことができる。 

４ 委員が会議に出席できないときは当該委員の指名する職員（当該委員が属する部局の職員に限る。）

が代理して出席することができる。 

５ 委員長は必要があると認める時は、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 

（庶務) 

第６条 委員会の庶務は、福祉健康部福祉政策課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和６年１１月７日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

委員 秘書課長 

企画課長 

公共施設改革推進室長 

総務防災課長 

協働推進課長 

自治振興課長 

人権政策課長 

福祉政策課長 

生活福祉課長 

障害福祉課長 

長寿福祉課長 

保健センター所長 

こども青少年課長 

保育課長 

農業振興課長 

商工振興課長 

環境課長 

環境衛生課長 

都市計画課長 

建築住宅課長 

消防総務課長 

予防課長 

教育総務課長 

学校教育課長 

生涯学習スポーツ振興課長 
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５ 深谷市地区カルテ 

基礎的な統計、公共施設や福祉施設などの情報を地区ごとにまとめ、市民の誰もが気軽に地区の

状況や資源を確認することができるよう、地区カルテとして取りまとめました。 

カルテは、公民館単位に次の 12 地区に区分けし、作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載データ 

【基本情報】…いずれも令和７年４月１日現在の住民基本台帳人口 

【子ども】 

・「未就学児」「小学生」「中学生」…それぞれ０～５歳、６～11歳、12～14歳の令和７年４月

１日現在の住民基本台帳人口に基づき人数を推定 

・「保育園児」…令和７年４月１日現在：保育課 

【障害者】…いずれも令和７年３月31日現在：障害福祉課 

（深谷市が援護する方の人数であり、施設入所等で深谷市外に住民登録のある方を含む。） 

【高齢者】…いずれも令和７年４月１日現在：長寿福祉課 

【その他】 

・安否確認事業登録者数…令和７年４月１日現在：社会福祉協議会 

・災害時等要援護者名簿登録者数…令和７年４月１日現在：福祉政策課 

・自主防災組織数…令和７年４月1日現在：総務防災課 

・自治会数…令和７年４月1日現在：自治振興課 

・民生委員・児童委員数…令和７年４月１日現在：福祉政策課 

・老人クラブ会員数…令和７年４月１日現在：社会福祉協議会 

・ふれあい・いきいきサロン数…令和７年４月１日現在：社会福祉協議会 

八基 
豊里 

明戸 

幡羅 

上柴 

岡部 

川本 

藤沢 

花園 

南 

深谷 

大寄 
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深谷地区 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  

 

安否確認事業登録者数：338 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：268 人 

自主防災組織数：13 組織 

地区資源の状況 

・地区人口 16,973 人 

・世帯数 8,156 世帯 

・年齢階層別人数 

 15 歳未満 1,719 人 

 15～64 歳 10,114 人 

 65～74 歳 2,169 人 

 75 歳以上 2,971 人 

基

本

情

報 

自治会数：16 団体 

民生委員・児童委員数：32 人 

老人クラブ会員数：932 人 

ふれあい・いきいきサロン数：9 地区 

○ 医療施設 
（1） おぎの歯科クリニック 

（2） 斉藤内科医院 

（3） さくら歯科医院 

（4） 高木医院 

（5） セントラル歯科 

（6） 河田歯科医院 

（7） 白倉医院 

（8） すずきクリニック 

（9） 高橋眼科医院 

（10） 中島歯科医院 

（11） 白倉クリニック 

（12） 風間医院 

（13） 吉田医院 

（14） 大沢歯科クリニック 

（15） 木村歯科医院 

（16） 深谷メンタルクリニック 

（17） 石川医院耳鼻咽喉科 

（18） 本間歯科医院 

（19） のざわ歯科医院 

（20） 佐々木病院 

（21） ふかや眼科 

（22） 荻野整形外科クリニック 

（23） 飯野歯科医院 

（24） 皆成病院 

（25） 宮本歯科医院 

（26） はしもとクリニック 

（27） 正田眼科 

（28） 今井医院 

 

○ 児童福祉施設  
保[1] 深谷西保育園 

保[2] 深谷保育園 

保[3] 樫の実保育園 

保[4] 稲荷町保育園 

幼[1] 深谷市立ふかや幼稚園 学童[1] 深谷学童保育室 

学童[2] 深谷西クラブ 

学童[3] 深谷西学童保育室 

 

○ 高齢者福祉施設 
(A) 西島デイサービスセンターのぞみ館 

(B) デイリハセンターうちリハ深谷 

(C) デイサービスセンターcasa first 

(D) デイサービスセンターcasa first 南館 

(E) デイサービスセンター橙 

(F) もみリハの家深谷 

(G) デイサービスセンターウェルーツひまわり店 

(H) パワーズ村山デイサービス 

(I) ツクイ深谷 

(J) デイサービスライムライフ 

・未就学児：589 人 

・保育園児：363 人 

・小学生：756人 

・中学生：374人 

障害者 

・身体障害者数：454人 

・知的障害者数：137人 

・精神障害者数：186人 

 

高齢者 

・要支援認定者：233 人 

・要介護認定者：598 人 

 

子ども 
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○ 障害者福祉施設 
[a] 穂の香/ビーハック日中支援障がい者グル

ープホームさいたま深谷(深谷 A ユニット/深

谷 B ユニット)/ビーハック日中支援型障がい

者グループホームさいたま深谷 

[b] ＣＲＡＮＢＥＲＲＹ 

[c] 音＆ＣＲＡＮＢＥＲＲＹ 

[d] しん 

[e] 居宅介護支援事業所エスポワール 

[f] コペルプラス深谷教室 

[g] 社会福祉事業みらい 

[h] けあビジョン深谷東 

[i] 就労移行支援 B 型事業所クライムナウ 

[j] ライムライフ在宅ケアセンター 

[k] 放課後等デイサービスほっこり 

[l] フレンドリー 

[m] グループホーム「桑ねっこ」 

[n] 児童発達支援ＢＡＭＢＯＯＨＡＴ ＫＩＤＳ

深谷駅前教室 

深谷駅 
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藤沢地区 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：71 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：86人 

自主防災組織数：20 組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 10,047 人 

・世帯数 4,329 世帯 

・年齢階層別人数 

 15 歳未満 1,075 人 

 15～64 歳 5,504 人 

 65～74 歳 1,558 人 

 75 歳以上 1,910 人 

基

本

情

報 

自治会数：20団体 

民生委員・児童委員数：15人 

老人クラブ会員数：240 人 

ふれあい・いきいきサロン数：8 地区 

子ども 

・未就学児：340 人 

・保育園児：234人 

・小学生：461 人 

・中学生：274人 

障害者 

・身体障害者数：441 人 

・知的障害者数：95人 

・精神障害者数：97人 

 

高齢者 

・要支援認定者：86人 

・要介護認定者：475人 

○ 医療施設 
（1） プラーナクリニック 

（2） 清水内科クリニック 

（3） 大谷歯科クリニック 

（4） 高田歯科医院 

（5） あねとす病院 

（6） 大澤歯科医院 

（7） 埼玉県立皆光園障害者歯科診療所 

（8） 折ノ口診療所 

 

○ 児童福祉施設  
保[1] のぞみ保育園 

保[2] さくらんぼ保育園 

保[3] 第二さくら保育園 

保[4] 深谷藤沢保育園 

学童[1] 藤沢学童保育室 

学童[2] さくらんぼ学童クラブ 

学童[3] わかばクラブ 

 

○ 高齢者福祉施設 
(A) 老人保健施設はなみずき 

(B) デイサービスセンターケアリフ深谷 

(C) 介護予防リハセンターはなみずき 

(D) ハローステーション 

(E) デイリハセンターうちリハ折之口店 

(F) 介護療養型老人保健施設アルメリア 

(G) 特別養護老人ホームふじさわ苑/デイサービスセンターふじさわ苑 

(H) デイリゾートＭＯＭＯＹＡオアフ 

(I) 介護老人保健施設あねとす 

(J) 大谷デイサービスセンターのぞみ館 

(K) デイサービスウェルネステラス深谷 

(L) 喜楽里 

(M) 特別養護老人ホームむさし愛光園/むさし愛光園デイサービスセンター 
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○ 障害者福祉施設 
[a] ライフサポート城南 

[b] あゆみ作業所 

[c] 放課後等デイサービスポプラ学童クラブ 

[d] 盲人ホームあさひ園 

[e] むさし静光園 

[f] 春陽の里 

[g] 深谷たんぽぽ/生活支援サービスのぞみ 

[h] 皆光園 

[i] 風林 

[j] デイリゾート MOMOYAオアフ 

[k] ライフバランスＢＡＭＢＯＯＨＡＴ/ 

放課後ルームＢＡＭＢＯＯＨＡＴ 

[l] みのり介護サービスステーション 

 

/学童[1] 
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幡羅地区 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：186人 

災害時等要援護者名簿登録者数：380 人 

自主防災組織数：19 組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 20,614 人 

・世帯数 9,181 世帯 

・年齢階層別人数 

 15 歳未満 2,793 人 

 15～64 歳 13,036 人 

 65～74 歳 2,086 人 

 75 歳以上 2,699 人 

基

本

情

報 

自治会数：22団体 

民生委員・児童委員数：27人 

老人クラブ会員数：222 人 

ふれあい・いきいきサロン数：8 地区 

子ども 

・未就学児：1,025人 

・保育園児：579 人 

・小学生：1,181 人 

・中学生：587人 

障害者 

・身体障害者数：447人 

・知的障害者数：184人 

・精神障害者数：203 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：246人 

・要介護認定者：734人 

○ 医療施設 
（1） 上武内科クリニック 

（2） 深谷中央病院/深谷中央病院(歯科) 

（3） 深谷肛門科 

（4） 福島歯科医院 

（5） 高田医院 

（6） やなせ歯科医院 

（7） デンタルケア深谷 

（8） Ｋ歯科クリニック 

（9） 楽仙堂病院 

（10） こくさいじクリニック 

（11） 桜ヶ丘病院 

（12） いちごこどもクリニック 

（13） グッティー歯科クリニック国済寺 

（14） はちす歯科医院 

（15） 山下内科クリニック 

（16） 田中泌尿器科 

（17） ファミリアデンタルクリニック深谷 

（18） カゴハラ歯科医院 

（19） しがらき医院 

 

○ 児童福祉施設  
保[1] あおぞら保育園 

保[2] さくら保育園 

保[3] 東光保育園 

幼[1] 深谷市立深谷東幼稚園 

学童[1] 常盤学童保育室 

学童[2] GENKI っこクラブ 

学童[3] 幡羅学童保育室 

 

○ 高齢者福祉施設 
(A) 深谷地域福祉事業所デイサービスだんらん 

(B) デイサービスセンター野の花 

(C) デイサービスセンターソレイユ照照 

(D) デイリハセンターうちリハ深谷原郷店 

(E) 特別養護老人ホームあかつき/ 

通所介護あかつき 

(F) デイサービスセンタービッグベンメイフェア 

(G) ケアステーションあさひ深谷第弐 

(H) デイサービスセンターこころ 

(I) ケア・トレセンター友仁 

(J) ケアステーションハートフレンド 

(K) ケアステーション虹色 
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○ 障害者福祉施設 

[a] 陽向 

[b] ＣＲＡＮＢＥＲＲＹかごはら 

[c] グループホームビッグきぼう 

[d] よつば１/よつば２ 

[e] くろーばー 

[f] ケアトレキッズ友仁 

[g] 放課後等デイサービスＢｒｉｄｇｅ 

[h] グループホームあいの森 

[i] エル・フォー 

[j] ワーカーズ 

[k] みんなのむら 

[l] 東方ホーム/田嶋ホーム 

[m] 柿の葉 

[n] ケアホームハーモニー 

[o] 深谷地域福祉事業所だんらん 

[p] グループホームリュッカ 

[q] ハミング 

[q] 
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明戸地区 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：95人 

災害時等要援護者名簿登録者数：110 人 

自主防災組織数：13 組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 4,128 人 

・世帯数 1,854 世帯 

・年齢階層別人数 

 15 歳未満 346 人 

 15～64 歳 2,104 人 

 65～74 歳 756 人 

 75 歳以上 922 人 

基

本

情

報 

自治会数：15 団体 

民生委員・児童委員数：11 人 

老人クラブ会員数：91 人 

ふれあい・いきいきサロン数：4地区 

子ども 

・未就学児：102 人 

・保育園児：66人 

・小学生：146人 

・中学生：98 人 

障害者 

・身体障害者数：150 人 

・知的障害者数：49 人 

・精神障害者数：50 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：50 人 

・要介護認定者：274人 

 

○ 医療施設 
（1） 北深谷病院 

（2） 磯部クリニック 

（3） 藤野木歯科医院 

 

○ 児童福祉施設  
保[1] 明戸保育園 学童[1] 明戸学童保育室 

 

○ 高齢者福祉施設 
(A) デイサービスにこにこ (B) 特別養護老人ホーム深緑苑 

 

○ 障害者福祉施設 
[a] デイサービスにこにこ 

[b] デイケアハウスみんなのまち 

[c] 柿の木  
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大寄地区 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：50 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：34人 

自主防災組織数：13 組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 2,965 人 

・世帯数 1,278 世帯 

・年齢階層別人数 

 15 歳未満 258 人 

 15～64 歳 1,558 人 

 65～74 歳 489 人 

 75 歳以上 660 人 

基

本

情

報 

自治会数：8団体 

民生委員・児童委員数：7人 

老人クラブ会員数：0 人 

ふれあい・いきいきサロン数：4地区 

子ども 

・未就学児：79 人 

・保育園児：56人 

・小学生：111 人 

・中学生：68 人 

障害者 

・身体障害者数：108 人 

・知的障害者数：37人 

・精神障害者数：31 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：56人 

・要介護認定者：168 人 

○ 医療施設 
（1） 丸山歯科医院 

（2） 佐藤医院 

（3） さわべ歯科クリニック 

（4） 加藤内科クリニック 

 

○ 児童福祉施設  
保[1] 桃園保育園 学童[1] 大寄学童保育室 

 

○ 高齢者福祉施設 
(A) デイサービス咲楽  

 

○ 障害者福祉施設 
[a] 一般社団法人それいゆ 

[b] ＴＯＭＯＳ 

[c] 灯 
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/大寄生涯学習センター 
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八基地区 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：78 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：90 人 

自主防災組織数：8 組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 3,332 人 

・世帯数 1,458 世帯 

・年齢階層別人数 

 15 歳未満 257 人 

 15～64 歳 1,741 人 

 65～74 歳 628 人 

 75 歳以上 706 人 

基

本

情

報 

自治会数：13団体 

民生委員・児童委員数：9 人 

老人クラブ会員数：0 人 

ふれあい・いきいきサロン数：7地区 

子ども 

・未就学児：83 人 

・保育園児：64人 

・小学生：109 人 

・中学生：65人 

障害者 

・身体障害者数：95人 

・知的障害者数：24人 

・精神障害者数：44人 

 

高齢者 

・要支援認定者：48 人 

・要介護認定者：224人 

 

○ 医療施設 
（1） 緒方医院   

 

○ 児童福祉施設  
保[1] 光保育園 

保[2] 光第二保育園 

学童[1] 八基学童保育室 

 

○ 高齢者福祉施設 
(A) 特別養護老人ホームサンライズガーデン/通所介護事業所サンライズガーデン 

(B) 健ＳＴＵＤＩＯ大塚店 

 

○ 障害者福祉施設 
[a] セント・エルモ下手計教室  
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/ /八基生涯学習センター 
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豊里地区 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：107人 

災害時等要援護者名簿登録者数：97人 

自主防災組織数：5組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 3,903 人 

・世帯数 1,716 世帯 

・年齢階層別人数 

 15 歳未満 370 人 

 15～64 歳 2,092 人 

 65～74 歳 618 人 

 75 歳以上 823 人 

基

本

情

報 

自治会数：13団体 

民生委員・児童委員数：11 人 

老人クラブ会員数：48 人 

ふれあい・いきいきサロン数：12 地区 

子ども 

・未就学児：103 人 

・保育園児：78 人 

・小学生：170 人 

・中学生：97人 

障害者 

・身体障害者数：122 人 

・知的障害者数：43 人 

・精神障害者数：24人 

 

高齢者 

・要支援認定者：50 人 

・要介護認定者：198 人 

 

○ 医療施設 
（1） 上武歯科医院 

（2） 川田歯科医院 

（3） 小暮医院 

 

○ 児童福祉施設  
保[1] 豊里こども園 学童[1] 豊里学童保育室 

 

○ 高齢者福祉施設 
(A) デイサービスルリアン 

(B) 介護老人保健施設ＦＯＭＡ・なごみ 

(C) 特別養護老人ホームかがやき/ 

デイサービスセンターかがやき 

 

○ 障害者福祉施設 
[a] 生活介護事業所ヒュッゲ 

[b] グループホームマイカ 

[c] グループホームかみひこうき/グループホームエール/障害者相談支援センター八分目 

[d] グループホームさんさん 
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/豊里生涯学習センター 
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上柴地区 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：206人 

災害時等要援護者名簿登録者数：168 人 

自主防災組織数：15組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 17,814 人 

・世帯数 8,482 世帯 

・年齢階層別人数 

 15 歳未満 1,720 人 

 15～64 歳 10,877 人 

 65～74 歳 2,417 人 

 75 歳以上 2,800 人 

基

本

情

報 

自治会数：19団体 

民生委員・児童委員数：28 人 

老人クラブ会員数：198 人 

ふれあい・いきいきサロン数：12 地区 

子ども 

・未就学児：550 人 

・保育園児：312 人 

・小学生：735人 

・中学生：435人 

障害者 

・身体障害者数：448 人 

・知的障害者数：172 人 

・精神障害者数：219 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：131 人 

・要介護認定者：416人 

 

○ 医療施設 
（1） 四元医院 

（2） 松村泌尿器科医院 

（3） 上柴メンタルクリニック 

（4） いいづかクリニック 

（5） 金井デンタルクリニック 

（6） しばさき耳鼻咽喉科 

（7） 神足眼科医院 

（8） 深谷赤十字病院 

（9） 原歯科医院 

（10） 深谷さくらクリニック 

（11） 矢部耳鼻咽喉科 

（12） 外山ひふ科 

（13） かわべ内科 

（14） 安達皮フ科医院 

（15） スマイル歯科クリニック 

（16） 古沢医院 

（17） 上柴クリニック 

（18） 内田ハートクリニック 

（19） うわの台デンタルクリニック 

（20） おおはま整形外科 

（21） おおしまクリニック 

（22） 新井歯科医院 

（23） かごはら南口歯科クリニック 

（24） あだち医院 

（25） 岩崎医院 

（26） 塩谷歯科医院 

 

○ 児童福祉施設  
保[1] つばき保育園 

保[2] 深谷上柴保育園 

保[3] 東つばき保育園 

保[4] 第２のぞみ保育園キッズガーデン 

保[5] 桃園第２ナーサリースクール 

保[6] とちの木こども園 

保[7] あけぼの保育園 

幼[1] 深谷市立上柴西幼稚園 

学童[1] プリズムクラブ 

学童[2] 上柴西学童保育室 

学童[3] 上柴東学童保育室 

学童[4] キッズガーデンアフタースクールケア 

学童[5] こどもとおはなしの家 

 

○ 高齢者福祉施設 
(A) デイサービス松の家深谷 

(B) ハローステーション上柴 

(C) Senile Day School 幸齢舎 

(D) 深谷南地域福祉事業所デイサービスだん

らん上柴 

(E) デイサービスセンターミモレット 

(F) デイサービスセンターステラヒルズ 

(G) デイサービスさくら苑上柴 

(H) デイサービス深谷横丁 

(I) デイサービスさくら苑深谷 

(J) デイサービスきらら 

(K) ハワイアンビレッヂデイサービス倶楽部 

(L) 桜寿鶴ことぶきデイサービスセンター 
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○ 障害者福祉施設 
[a] 上柴桑の木 

[b] 児童デイサービス蒼空児 

[c] いまここワーク 

[d] グローバルキッズメソッド 89 

[e] グループホームビッグ/ 

相談支援室やればできる 

[f] こどもプラス深谷教室 

[g] こどもプラス深谷第２教室 

[h] いきいき訪問介護 

[i] ワクワーク千笑 

[j] 未来サポートかがやき支援教室 

[k] 未来サポートまなび支援教室 

[l] のぞみの園１号館/のぞみの園２号館 

[m] みんなのいえ 

[n] サン/ムーン 

[o] はじめの一歩 

[p] 放課後ルームＢＡＭＢＯＯＨＡＴ上柴東 

[q] ＢＡＭＢＯＯＨＡＴ＆ＫＩＤＳ深谷上野台教室 

[r] クローバー 

[s] コスモピア 

[t] ＧＲＡＶＩＴＹ 

[u] 上柴ホーム 

[u] 
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南地区 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：253 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：232 人 

自主防災組織数：10 組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 17,911 人 

・世帯数 8,565 世帯 

・年齢階層別人数 

 15 歳未満 1,954 人 

 15～64 歳 10,957 人 

 65～74 歳 2,226 人 

 75 歳以上 2,774 人 

基

本

情

報 

自治会数：12団体 

民生委員・児童委員数：28 人 

老人クラブ会員数：384人 

ふれあい・いきいきサロン数：4地区 

子ども 

・未就学児：733 人 

・保育園児：449 人 

・小学生：810 人 

・中学生：411 人 

障害者 

・身体障害者数：462 人 

・知的障害者数：167人 

・精神障害者数：209 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：220 人 

・要介護認定者：668 人 

○ 医療施設 
（1） ふかやクリニック 

（2） いしばし脳神経内科クリニック 

（3） 立花歯科医院 

（4） 坂本歯科医院 

（5） 新井整形外科 

（6） 菊地病院 

（7） ふかや夢デンタルクリニック 

（8） いとう歯科医院 

（9） かとう歯科クリニック 

（10） 白倉歯科 

（11） 上野医院 

（12） 太宰歯科クリニック 

（13） 原口歯科医院 

（14） みやざき矯正歯科 

（15） なかや歯科 

（16） 福島医院 

（17） 井上こどもクリニック 

 

○ 児童福祉施設  
保[1] すみれ保育園 

保[2] 桜ケ丘保育園 

保[3] 仙元山保育園 

幼[1] 深谷市立桜ケ丘幼稚園 

学童[1] たけのこ学童クラブ/第二たけのこ学童クラブ 

学童[2] 桜ケ丘学童保育室 

 

○ 高齢者福祉施設 
(A) ケアステーションあさひ深谷 

(B) GENKI NEXT 深谷 

(C) ディバシティ深谷 

(D) 健！ＳＴＵＤＩＯ 

(E) デイリゾートＭＯＭＯＹＡバリ 

(F) コンパスウォーク深谷 

(G) あねとすデイサービストレーニングセンター 

(H) デイサービスセンターエーデルワイス 

(I) デイサービス一期の家深谷上野台 

(J) デイサービスセンターウェルーツ 
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○ 障害者福祉施設 

[a] 虹色 

[b] かけはし 

[c] ふかやクリニックリハビリセンター 

[d] インテルエッセ深谷 居宅介護 

[e] グループホームにこにこ/ 

グループホームきらきら 

[f] 放課後等デイサービスといろ 

[g] けあビジョン深谷 

[h] ヘルパーステーションアンテナ 

[i] スワン深谷 

[j] 鶴亀工房 

[k] しくね育成園/ 

障害者生活支援センター歩歩 

[l] ジョブサポートはぶたえ/ 

就労定着支援事業つむぎ 

[m] すまいる/トライ/スクラム 

[n] 障害者相談支援センターあさがお 

[o] 在宅介護深谷 

/南生涯学習センター 
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岡部地区 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：216人 

災害時等要援護者名簿登録者数：192 人 

自主防災組織数：14組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 17,853 人 

・世帯数 7,882 世帯 

・年齢階層別人数 

 15 歳未満 1,948 人 

 15～64 歳 10,213 人 

 65～74 歳 2,480 人 

 75 歳以上 3,212 人 

基

本

情

報 

自治会数：19団体 

民生委員・児童委員数：40 人 

老人クラブ会員数：367人 

ふれあい・いきいきサロン数：13 地区 

子ども 

・未就学児：592 人 

・保育園児：399 人 

・小学生：839 人 

・中学生：517人 

障害者 

・身体障害者数：542 人 

・知的障害者数：179 人 

・精神障害者数：162 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：176人 

・要介護認定者：677人 

○ 医療施設 
（1） しようのもりクリニック 

（2） なすはらクリニック 

（3） 粟澤歯科医院 

（4） 本庄ひだまりクリニック 

（5） 柳田医院 

（6） 水越医院 

（7） 近藤歯科医院 

（8） 河田歯科医院 

（9） 益岡医院 

（10） みらい矯正歯科 

（11） 橋本歯科医院 

 

○ 児童福祉施設  
保[1] つばさ保育園 

保[2] みらい幼児園おかべ 

保[3] エンゼルこども園 

保[4] ふきのとう保育園 

保[5] あゆみ幼児園 

幼[1] 深谷市立おかべ幼稚園 

学童[1] 榛沢学童保育室 

学童[2] 岡部西学童保育室 

学童[3] 岡部学童保育室 

学童[4] 本郷学童保育室 
 

○ 高齢者福祉施設 
(A) トゥルハートまごころ 

(B) なでしこデイサービスセンター岡部 

(C) だいちリハビリテーション研究所 

(D) 止揚の杜デイサービスセンター 

(E) デイサービスセンターゆりの郷 

(F) デイサービスセンターコスモス 

(G) デイサービスセンター岡部ぬくもりの里 

(H) デイサービスセンタービッグベン岡部 

(I) 福寿園デイサービスセンターおかべ 

(J) デイサービスセンタープランツ 

(K) デイサービスセンターあたたかい手 

(L) 特別養護老人ホームエンゼルの丘/ 

エンゼルデイサービスセンター 

(M) 針ヶ谷デイサービスセンターのぞみ館 

(N) デイリハセンターうちリハ岡部店 

(O) ふれあい深谷デイサービスセンター 

(P) 特別養護老人ホーム福寿園 
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○ 障害者福祉施設 
[a] 相談支援センターlegato/ 

児童発達支援 Unité 

[b] グループホームイノベル深谷 

[c] すまいる 

[d] ふくしのまち深谷 

[e] 美里ホーム 

[f] ねぎぼうず作業所 

[g] 針ヶ谷ホーム 

[h] グループホーム山河 

[i] ワークハウスエンゼル 

[j] エンゼル訪問介護センター 

[k] とまり木/ショートステイ・とまり木/ 

カンパーニュ 

[l] ワークショップ・チボリ 

[m] 相談支援センターYeast/グットライフⅡ 

[n] グットライフ/ナイスデイ 

[o] グループホーム岡部 

[p] グループホームぷらっと 

[q] グループホームクウ/ピース/みらい 

[o] 

[p] 

[q] 

[g] 
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川本地区 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：128 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：109 人 

自主防災組織数：16組織 

 

地区資源の状況 

・地区人口 11,349 人 

・世帯数 4,973 世帯 

・年齢階層別人数 

 15 歳未満 1,150 人 

 15～64 歳 6,470 人 

 65～74 歳 1,643 人 

 75 歳以上 2,086 人 

基

本

情

報 

自治会数：21団体 

民生委員・児童委員数：26人 

老人クラブ会員数：511 人 

ふれあい・いきいきサロン数：16地区 

子ども 

・未就学児：389 人 

・保育園児：235人 

・小学生：481 人 

・中学生：280 人 

障害者 

・身体障害者数：356人 

・知的障害者数：147人 

・精神障害者数：111 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：122 人 

・要介護認定者：491 人 

 

○ 医療施設 
（1） くろや整形外科医院 

（2） ベストデンタルクリニック 

（3） すずき歯科医院 

（4） みやはらクリニック 

（5） 川本メディカルクリニック 

（6） 佐々木歯科診療所 

（7） 神山歯科医院 

（8） 清水クリニック 

（9） 藤野歯科医院 

 

○ 児童福祉施設  
保[1] 川本のこキッズ保育園 

保[2] 川本保育園 

保[3] 川本南保育園 

幼[1] 川本若竹幼稚園 

学童[1] 川本北学童保育室 

学童[2] 保育ルームいちご学童クラブ 

学童[3] 川本南アフタースクールケア 

学童[4] 川本南学童保育室 

 

○ 高齢者福祉施設 
(A) 特別養護老人ホームひびき/ 

デイサービスひびき 

(B) ゆうらくデイサービスセンターのぞみ館 

(C) 特別養護老人ホーム飛鳥の郷 

(D) デイサービスセンターみんなの里 

(E) デイサービス梢 

(F) デイサービスここいち深谷 

(G) デイリハセンターうちリハ本畠店 

(H) 特別養護老人ホーム清風苑 

(I) 深谷市デイサービスセンター清風苑 

(J) デイサービスセンターゆず 
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   ○ 障害者福祉施設 
[a] さくら・介護ステーション深谷Ｔスクール 

[b] 穂の里 

[c] ハイツ川端 

[d] ウッドワーク川本 

[e] 川本園 

[f] 第２春日園 

[g] 春日園 

[h] 相談支援センターのぞみ 

[i] 生活支援サービスのぞみ 

[j] 埼玉朝日園 

[k] ＮｏＳｉｄｅ 

[l] 児童クラブスワンの森 

[m] 荒川児童クラブ第二スワン 

[n] とびたホーム 

[o] ＫＡＳＵＧＡホーム 

[p] グループホームビッグきぼう 

[q] タケカワハイツ 

[n] 

[o] 

[p] 

[q] 

保[1]/幼[1] 
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花園地区 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

安否確認事業登録者数：198 人 

災害時等要援護者名簿登録者数：184人 

自主防災組織数：18 組織 

 

 

地区資源の状況 

・地区人口 13,529 人 

・世帯数 6,091 世帯 

・年齢階層別人数 

 15 歳未満 1,682 人 

 15～64 歳 7,662 人 

 65～74 歳 1,904 人 

 75 歳以上 2,281 人 

基

本

情

報 

自治会数：20団体 

民生委員・児童委員数：31 人 

老人クラブ会員数：242 人 

ふれあい・いきいきサロン数：16地区 

子ども 

・未就学児：569 人 

・保育園児：369 人 

・小学生：724人 

・中学生：389 人 

障害者 

・身体障害者数：418 人 

・知的障害者数：146人 

・精神障害者数：120 人 

 

高齢者 

・要支援認定者：127人 

・要介護認定者：514人 

 

○ 医療施設 
（1） あおぞら歯科 

（2） 須藤医院 

（3） 彩花クリニック 

（4） 花園耳鼻咽喉科医院 

（5） あさみ医院 

（6） 黒田歯科医院 

（7） おおしま歯科 

（8） はなぞのクリニック 

（9） のぞみデンタルクリニッ

ク深谷花園院 

（10） 花園メンタルクリニック 

 

○ 児童福祉施設  
保[1] 花園第二こども園 

保[2] 花園こども園 

保[3] 花園第２エンゼル保育園 

保[4] 花園エンゼル保育園 

学童[1] 花園学童保育室 

学童[2] 中央学童クラブ 

 

○ 高齢者福祉施設 
(A) デイサービスセンターねこのて 

(B) デイサービスセンタービッグベン 

(C) デイサービスセンタービッグベンハイドパーク 

(D) デイサービスラスベガス深谷 

(E) デイサービスセンターいろは 

(F) デイサービスセンターえがおの里 

(G) デイサービスセンターはなぞの村 

(H) デイサービスセンター花園 

(I) デイサービスセンターぷれみあむ 

(J) 特別養護老人ホームフラワーヴィラ 

(K) デイサービスセンターかぐや姫 

(L) デイサービスどんぐり 

(M) デイサービスセンターはなえみ 
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   ○ 障害者福祉施設 
[a] 花笑之木工房 

[b] ソーシャルインクルーホーム深谷小前田 

[c] DREAM 

[d] ビーハック日中支援型障がい者グループ

ホーム深谷 

[e] 若あゆ作業所 

[f] グループホーム若あゆ 

[g] 花園/アパートメント花園 

[h] 社会福祉法人深谷市社会福祉協議会花

園事業所 

[i] ふくろう生活サポートセンター 

[j] 放課後等デイサービスなのはな 

[k] ホワイトキャンバス 

[l] フレンドセンターまきの木 

[m] ふれんず館 

[n] 放課後等デイサービス太陽の子 

[o] エンジョイアシスト 

[p] 訪問介護センターえがおの里 

[q] グループホームビッグきぼう 

[r] グループホーム小前田 

[q] 

[r] 
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６ 統計データ 

（１）人口や世帯の状況 

総人口は減少傾向にあり、令和７年１月１日時点で 140,809 人となっています。 

また、その内訳をみていくと、０～14歳と 15～64歳と 65～74歳は減少しているのに対し、

75歳以上の後期高齢者は増加が続いています。 

 

■年齢４区分別人口の推移 

 
資料：埼玉県町字別人口（各年１月１日現在） 

 

世帯数は増加傾向にあり、令和７年１月１日時点で 63,745 世帯となっています。 

また、一世帯当たり人員は減少傾向にあり、令和７年時点で 2.21 人となっています。 

 

■世帯数の推移 

 
資料：埼玉県町字別人口（各年１月１日現在） 

  

17,372 17,031 16,600 16,187 15,830 15,393

84,705 83,913 83,453 82,985 82,910 82,614

21,706 22,109 21,992 21,107 20,225 19,205
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 人口ピラミッドをみると、45～54歳の働き盛り世代と、70～74歳が多くなっています。 

 

■人口ピラミッド 

 

資料：埼玉県町(丁)字別人口調査（令和７年１月１日現在） 
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（２）地域の助け合い・支え合いの状況 

 自治会加入世帯数は、減少傾向で推移しており、令和７年では 41,433 世帯となっています。 

 

■自治会加入世帯数の推移 

   

資料：自治振興課（各年４月１日現在） 

 

自主防災組織数は増加傾向にあり、令和７年時点で 164組織となっています。 

 

■自主防災組織数の推移 

  

資料：総務防災課（各年４月１日現在） 

  

42,633 42,575 42,461 42,395 41,965 41,433

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

（世帯）

154
156 157

160 160

164

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

（組織）
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災害時等要援護者名簿登録者数は減少傾向にあり、令和７年時点で 1,950 人となっています。 
 

■災害時等要援護者名簿登録者数の推移 

  
資料：福祉政策課（各年４月１日現在） 

 

ふれあい・いきいきサロン数は、令和３年に落ち込んで以降、年々増加しており、令和７年時点

で 113件となっています。 
 

■ふれあい・いきいきサロン数の推移 

 

資料：社会福祉協議会（各年３月 31 日現在） 
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ボランティア・市民活動サポートセンターの登録者数、団体数はともに概ね増加傾向にありま

す。 
 

■ボランティア・市民活動サポートセンターの登録者数・団体数の推移 

  
資料：社会福祉協議会（各年４月１日現在） 

 

（３）支援を必要とする人の状況 

①こどもに関する状況 

合計特殊出生率＊用語は、全国や埼玉県と比較して低い水準にありますが、令和６年時点で 1.04

と埼玉県と同水準となっています。 

 

■合計特殊出生率の推移 

 

資料：埼玉県の合計特殊出生率（全国・埼玉県：各年 10月１日現在、深谷市：各年１月１日現在） 
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②高齢者に関する状況 

 要支援・要介護認定者＊用語数は令和５年まで増加傾向にあり、令和７年時点で 6,982 人となっ

ています。 

 

■要支援・要介護認定者数の推移 

 

資料：大里広域市町村圏組合（各年３月 31 日現在） 

 

 

 認知症高齢者数は増減しており、令和７年時点で 4,223 人となっています。 

 

■認知症高齢者数の推移 

 

資料：大里広域市町村圏組合（各年３月 31 日現在） 
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③障害者に関する状況 

 障害者手帳所持者数は増加傾向にあり、令和７年時点で 7,054 人となっています。身体障害者

手帳所持者が減少傾向にある一方、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の所持者はこの５年間で一

貫して増加傾向にあります。 

 

■障害者手帳所持者数の推移 

 

資料：障害福祉課（各年３月 31 日現在） 

 

④生活保護の状況 

 生活保護の世帯数は微増傾向にあり、令和６年度時点で 13,897 世帯となっています。 

また、保護率はわずかに減少しています。 

 

■生活保護の世帯数・保護率の推移 

 

資料：埼玉県（各年度月平均） 
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⑤虐待に関する状況 

虐待相談件数の推移は、令和３年以降で児童虐待が微減傾向、障害者虐待が微増傾向にあります。 

 

■虐待相談件数の推移 

 

※高齢者に関する相談は、総合相談として受けており、個別に統計をとっていません。 

資料：こども青少年課、障害福祉課 

 

虐待件数の推移は、障害者虐待はほぼ横ばい、児童虐待は微減傾向、高齢者虐待は増減を繰り返

しています。 

 

■虐待件数の推移 

  

※高齢者虐待件数のみ、年度毎に集計。 

資料：こども青少年課、長寿福祉課、障害福祉課 
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⑥判断能力が不十分な人の支援 

深谷市成年後見サポートセンターの相談件数は令和３年度に増加して以降、増減を繰り返し、令

和６年度は 79件となっています。 

申立支援件数は令和元年以降減少しています。 

 

■深谷市成年後見サポートセンターの相談及び申立支援件数 

 

資料：長寿福祉課 

 

市民後見人養成講座修了者数は基礎課程が概ね 10 人弱、実践課程が 5 人程度で推移していま

す。 

 

■市民後見人養成講座修了者数 

 

資料：長寿福祉課 
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⑦検挙者数と再犯率の状況 

検挙者数は近年多い年で 250 人前後、少ない年で 200 人前後で推移しています。うち半数程

度が再犯者となっています。 

 

■深谷警察署・寄居警察署 初犯・再犯者別検挙人員と再犯率の推移 

 

※再犯者とは、刑法犯、特別法犯（道路交通法違反を除く。）の別を問わず、前科または前歴を有する者を言う。 

資料：埼玉県警察本部刑事部刑事総務課 
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７ 第３次計画の進捗評価 

（１）評価の概要 

計画の進捗評価は、第３次計画に定める目標値の達成状況の把握のほか、令和５年 11 月に中間

評価として庁内各課を対象に行った事業評価を基にとりまとめました。 

事業評価は、第３次計画に定める「実現するための取り組み」項目について、庁内の各担当が以

下の Aから Fの６つの段階で評価を行いました。 

 

【評価の基準】 

Ａ：十分実施できており、今後も実施を継続または拡大を見込んでいる 

Ｂ：十分実施できているが、今後の継続には問題点または不安がある 

Ｃ：あまり実施できているとは言えないが、今後は実施を拡充できそうだ 

Ｄ：あまり実施できておらず、今後も現状維持以上は望めない 

Ｅ：特に何も実施できていない 

Ｆ：その他 

 

（２）主な評価の結果 

目標値の達成状況、事業評価の結果は以下の通りです。 

指 標 増減 達成状況 

自治会加入率 減少 悪化 

障害者や認知症の方等に対する理解を深める講演会や講座等の実施回数 減少 悪化 

普段の生活で健康づくりに取り組んでいる市民の割合 減少 悪化 

地域活動やボランティア活動に参加したことがある割合 減少 悪化 

「地域の中に見守り等支援が必要な人や気にかかる人がいるか」を知らない人の

割合 
増加 悪化 

民生委員・児童委員の認知度 減少 悪化 

市民協働のまちづくりが進んでいると思う市民の割合 増加 目標達成 

何らかの相談先を知っている市民の割合 増加 目標達成 

ネットワーク会議の開催数 増加 改善 

社会福祉協議会の認知度 減少 悪化 

 

評価段階 回答件数（件） 

Ａ：十分実施できており、今後も実施を継続または拡大を見込んでいる 39 

Ｂ：十分実施できているが、今後の継続には問題点または不安がある 30 

Ｃ：あまり実施できているとは言えないが、今後は実施を拡充できそうだ 16 

Ｄ：あまり実施できておらず、今後も現状維持以上は望めない 3 

Ｅ：特に何も実施できていない 0 

Ｆ：その他 2 
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（３）目標別の評価結果 

目標１ ふれあい、交流が盛んな地域をつくる 

《第３次計画中間評価時（令和５年 11 月現在）の目標値の達成状況》 

 自治会加入率は現状維持を目標としていましたが、70％を下回っています。 

 障害者や認知症の方等に対する理解を深める講演会や講座等の実施回数は、コロナ禍の影響に

より令和２年から３年にかけて実施回数を半減し、その後増加しました。 

 普段の生活で健康づくりに取り組んでいる市民の割合は減少傾向にあり、目標達成に至ってい

ません。 

施策の方向性 指 標 
現状値 

(H30) 

実績値 
目標値 

R5 

（１）人と人とがつながり交流

できる地域づくりを支援しま

す 

自治会加入率 
73.6% 

(H28) 
68.8% 73.6% 

（２）社会参加しやすい環境

づくりを支援します 

障害者や認知症の方等に対する理解を

深める講演会や講座等の実施回数 
25 回 14 回 33回 

（３）健康づくりで地域を明る

くします 

普段の生活で健康づくりに取り組んでいる

市民の割合 

65.4% 

(H28) 
61.2% 74.4% 

 

《事業の進捗評価》 

 コロナ禍の影響で C評価以下となっている事業が多くなりました。 

 「地域のお茶の間」は、登録団体の工夫によりコロナ禍以降の参加人数が回復していますが、

登録団体の個人事業主等の高齢化が進み、新規団体の確保が難しいことが課題となっています。 

 コミュニティバス「くるリン」の利用者は、コロナ禍に大幅に減少しましたが、徐々に回復し

ています。 

評価段階 回答件数（件） 

Ａ：十分実施できており、今後も実施を継続または拡大を見込んでいる 17 

Ｂ：十分実施できているが、今後の継続には問題点または不安がある 8 

Ｃ：あまり実施できているとは言えないが、今後は実施を拡充できそうだ 4 

Ｄ：あまり実施できておらず、今後も現状維持以上は望めない 1 

Ｅ：特に何も実施できていない 0 

Ｆ：その他 1 
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目標２ 地域の中で支え合うしくみをつくる 

《第３次計画中間評価時（令和５年 11 月現在）の目標値の達成状況》 

 地域活動やボランティア活動に参加したことがある割合は微減となっています。 

 「地域の中に見守り等支援が必要な人や気にかかる人がいるか」を知らない人の割合は増加し

ています。 

 民生委員・児童委員の認知度は横ばいで推移しています。 

 市民協働のまちづくりが進んでいると思う市民の割合は増加し、目標値を達成しています。 

施策の方向性 指 標 
現状値 

(H30) 

実績値 
目標値 

R5 

（１）支え合い、助け合う

活動を広めます 

地域活動やボランティア活動に参加したこと

がある割合 
54.2% 48.8% 61.2% 

（２）地域の中で見守るし

くみを推進します 

「地域の中に見守り等支援が必要な人や気

にかかる人がいるか」を知らない人の割合 
34.6% 42.8% 27.6% 

（３）地域を支える人材を

育てます 
民生委員・児童委員の認知度 32.3% 32.8% 39.3% 

（４）支え合いを行う団体

の連携を図るしくみをつく

ります 

市民協働のまちづくりが進んでいると思う市

民の割合 
50.4% 65.5% 50.4% 

 

《事業の進捗評価》 

 講座や研修、見守り活動、福祉施設への訪問について、コロナ禍で中止となった事業が C評価

以下となりました。 

 地域支え合いマップの作成にあたって、地域に温度差があり、過去に被災経験があるなど関心

の高い地域のみの開催となっています。 

 ボランティア育成はコロナを機に中止となり、その後再開できていない講座があるほか、講師

の高齢化もあり、今後の講座開催方法を検討していく必要があります。 

評価段階 回答件数（件） 

Ａ：十分実施できており、今後も実施を継続または拡大を見込んでいる 10 

Ｂ：十分実施できているが、今後の継続には問題点または不安がある 15 

Ｃ：あまり実施できているとは言えないが、今後は実施を拡充できそうだ 7 

Ｄ：あまり実施できておらず、今後も現状維持以上は望めない 2 

Ｅ：特に何も実施できていない 0 

Ｆ：その他 0 
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目標３ 丸ごと課題を受け止める体制をつくる 

《第３次計画中間評価時（令和５年 11 月現在）の目標値の達成状況》 

 何らかの相談先を知っている市民の割合は増加しています。 

 ネットワーク会議の開催数は、年１回の実施となっています。 

 社会福祉協議会の認知度は減少しています。 

施策の方向性 指 標 
現状値 

(H30) 

実績値 
目標値 

R5 

（１）様々な生活課題の解

決に取り組みます 
何らかの相談先を知っている市民の割合 68.0% 73.4% 75.0% 

（２）包括的な支援体制の

しくみをつくります 
ネットワーク会議の開催数 ０回 1回 年２回 

（３）社会福祉協議会の活

性化を図るしくみをつくりま

す 

社会福祉協議会の認知度 30.9% 25.2% 37.9% 

 

《事業の進捗評価》 

 ネットワーク会議の開催により、庁内連携の調整が進められています。今後、庁内外を含めた

連携に向けて、業務フローや事例検討などによりイメージ作りを進める必要があります。 

 彩の国あんしんセーフティネット事業は、コロナ禍で相談件数が減少しました。コロナ禍の影

響により収入が減ってしまった方には特例貸付を行っていましたが、その特例貸付が終了した

ため、今後、相談件数が増えてくる可能性があります。 

評価段階 回答件数（件） 

Ａ：十分実施できており、今後も実施を継続または拡大を見込んでいる 12 

Ｂ：十分実施できているが、今後の継続には問題点または不安がある 7 

Ｃ：あまり実施できているとは言えないが、今後は実施を拡充できそうだ 5 

Ｄ：あまり実施できておらず、今後も現状維持以上は望めない 0 

Ｅ：特に何も実施できていない 0 

Ｆ：その他 1 
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８ 用語集 

あ行 

◆NPO：Non Profit Organizationの略で、民間非営利団体と訳される。民間の営利を目的とし

ない団体。平成 10（1998）年 12 月に施行された「特定非営利活動促進法（通称：NPO 法）」

により法人格を取得した団体を特定非営利活動法人（NPO 法人）という。 

か行 

◆クラウドファンディング（Crowdfunding）：「群衆（クラウド）」と「資金調達（ファンディン

グ）」を組み合わせた造語で、インターネットを介して不特定多数の人々から資金を調達するこ

とを指す。 

◆権利擁護：自己の権利や援助ニーズを表明することが困難である人を、あらゆる形態の権利侵害

やその可能性から擁護するとともに、生活を送る上で必要なすべての権利を保障するという考え

方やその実践。 

◆合計特殊出生率：15歳から 49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1 人の女性が

その年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。 

さ行 

◆災害時等要援護者：高齢者世帯、要介護者、障害者、難病患者、妊婦、５歳未満の乳幼児、日本

語に不慣れな外国人といった、特に配慮を要する住民を指す。本市では、災害時等要援護者名簿

登録制度として、災害時の避難誘導や安否確認等の支援及び平常時における見守り活動を迅速か

つ円滑に行うため、災害時等要援護者名簿の登録を推進している。 

◆自殺予防週間・自殺対策強化月間：内閣府により、９月 10日の世界自殺予防デーからの 1週間

（10日から 16日まで）を「自殺予防週間」、自殺者が増える傾向のある３月を「自殺対策強化

月間」とそれぞれ定められている。期間中には集中的な啓発事業等、全国的な自殺対策の取り組

みが行われる。 

◆自主防災組織：自主的に防災活動を行う組織のこと。通常は、地域（コミュニティ、自治会、小

学校区単位の範囲等）内で組織され、地震や水害などの災害が発生した際に防災活動を行う。 

◆市民活動団体：都道府県や市町村により様々に定義されるが、本市では、会員５名以上で構成さ

れ市内を活動拠点とした NPO 法人やボランティア団体、公益性のある活動を行っている団体等

で積極的に地域貢献活動を行っている団体などが市民活動サポートセンターに登録している。 

◆市民後見人：親族以外の市民による成年後見人等。市町村等が実施する養成研修を受講し、成年

後見に関する一定の知識・態度を身に着けた、社会貢献への意識が高い一般市民で、家庭裁判所

により成年後見人等として選任された方。 
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◆社会福祉協議会：社会福祉法に基づく、地域福祉の推進を図ることを目的とした社会福祉法人。

渋沢栄一翁が全国社会福祉協議会の前身である中央慈善協会の初代会長を務めた。また、災害発

生時には「災害ボランティアセンタ－」を設置運営し被災者支援を行う。深谷市社会福祉協議会

には、ボランティア・市民活動サポートセンター、ふれあい・いきいきサロンの運営支援、地域

包括支援センター、障害者就労支援センターや成年後見サポートセンターなどが設置されており、

高齢者や障害者のための総合相談窓口となっている。 

◆主任児童委員：民生委員・児童委員のうち、子どもや子育てに関する支援を専門的に担当する委員。

行政や学校、児童相談所などの関係機関や、区域担当の民生委員・児童委員と連携し、支援活動を行

う。 

◆障害者基幹相談支援センター：地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、身体障

害者、知的障害者、精神障害者の相談を総合的に行う場所で、本市には１か所設置されている。

自ら、障害者等の相談、情報提供、助言を行うとともに、地域の相談支援事業者間の連絡調整や、

関係機関の連携の支援を行う。 

◆少子高齢化：子どもの出生率・出産数の低下と平均寿命の延伸により、少子化と高齢化が同時に

進行すること。 

◆生活支援コーディネーター：地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向

けたコーディネート機能を果たす調整役であり、住民とともに地区の課題や社会資源の活用など

について考え、支え合いの体制づくりを推進している。 

た行 

◆地域包括支援センター：福祉・介護・保健が一体となって、高齢者の生活を支える機関で、社会

福祉士・主任ケアマネジャー・保健師等の専門職が連携して、介護サービスをはじめ、福祉サー

ビス・権利擁護・高齢者虐待等、様々な相談を受ける。本市には６か所設置されている。 

な行 

◆任意後見制度：判断能力が不十分になった場合に備えて、財産管理や身上保護などを自分の信頼

する人に希望どおりに行ってもらえるよう、あらかじめ契約しておくことができる制度。 

◆認知症：もともと正常であった記憶や判断力などの知能（認知機能）が何らかの原因によって徐々

に低下し、日常生活や社会生活に支障がでてきた状態をいう。認知機能が慢性的に低下した状態

のことを「認知症」という。 

は行 

◆8050 問題：高齢の親とその子どもの世帯が、収入が途絶えたり、病気や介護が必要な状態にな

るなど複合的な課題を抱えることで、孤立・困窮してしまうという問題。「80歳代の親と 50歳

代のひきこもりの子どもが同居している」といった状況から呼ばれている。 
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◆パブリックコメント：市民の市政への参画を進め、市民とのパートナーシップによる市政を推進

することを目的に、市が計画を策定する場合などに、あらかじめ市の原案に対する市民の意見を

聞くこと。 

◆法定後見制度：家庭裁判所で選任した成年後見人などが認知症、知的障害、精神障害などによっ

て判断能力が不十分な人の意思を尊重し、その人らしい生活のために、その人に代わって財産管

理や身上保護などを行う制度。 

◆保護司：保護司法に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員（実質的に民間のボ

ランティア）。保護観察官（更生保護に関する専門的な知識に基づいて、保護観察の実施などに当

たる国家公務員）と協力して更生保護活動を行う。 

◆ボランティア：報酬を目的とせず、個人の自発的な意思により、福祉などの事業活動に参加する

人、もしくは行為そのもの。 

◆ボランティア体験プログラム：小・中学校の児童・生徒をはじめとした市民の方がボランティア

に参加するきっかけづくりとして、様々なメニューを用意し毎年実施しているもの。市内の高齢

者施設・障害者施設・保育園・学童と地域のふれあい・いきいきサロンにも協力いただき約 100

メニューを展開しており、年間延べ 800 人以上の方が参加している。 

や行 

◆ヤングケアラー：ケアラーとは、高齢、身体上又は精神上の障害又は疾病等により援助を必要と

する親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助

を提供する者であり、そのうち 18歳未満の人をヤングケアラーという。 

◆ユニバーサルデザイン：年齢、性別、障害の有無などにかかわらず、すべての人が利用可能なよ

うに、常により良いものに改良していこうという考え方。バリアフリーはもともとあった障壁を

取り除くことを目指しているのに対し、ユニバーサルデザインはバリアフリーをさらに進めて、

障害者のみを特別に対象とするのではなく、最初からすべての人に使いやすいように配慮された

デザインのこと。 

◆要支援・要介護認定者：介護保険制度において、被保険者が介護を要する状態であることを保険

者である市町村に認定された人。介護保険サービスの利用には、要介護認定を受けなければなら

ない。 

ら行 

◆ライフライン事業者：ライフライン（lifeline）は、元は英語で「命綱」の意味だが、日本では主

にエネルギー設備、水供給設備、交通設備、情報設備など、生活に必須なインフラ設備を表す。

「深谷市見守りネットワーク」においては、食料品等の配達や料金検針など、日常的な業務の中

で市内住宅を訪問するライフライン事業者などへ見守りの協力を求めている。 
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